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大
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十
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政
府
は
本
年
八
月
十
四
日
、
戦
後
七
十
年
の
安
倍
首
相
談
話
を
閣
議
決
定
し
、
そ
の
後
安
倍
首
相
は
記
者
会
見
し
て
発
表
し

た
。以

下
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
五
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
七
八

号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
過
去
に
日
本
は
他
国
を
「
侵
略
」
し
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
、
ま
た
「
侵
略
」
を
し
た
こ
と
が
あ

る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
が
「
侵
略
」
し
た
国
（
場
所
）
は
ど
こ
か
そ
の
詳
細
を
示
す
よ
う
政
府
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回

答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
五
号
）
に
は
、
「
政
府
と
し
て
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
談
話
及
び
そ
の
発
表

に
引
き
続
い
て
行
わ
れ
た
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
記
者
会
見
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
的
に
、

歴
史
的
な
事
象
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
等
に
よ
り
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
」
と
し
た
答
弁
が
な

さ
れ
て
お
り
、
当
方
の
質
問
に
対
し
答
え
て
い
な
い
。
当
方
は
、
日
本
は
他
国
を
「
侵
略
」
し
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
、
政

府
の
認
識
及
び
見
解
等
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
は
他
国
を
「
侵
略
」
し
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
、
現
政
府
と
し
て

端
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

一



右
質
問
す
る
。

二


